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１ 【臨時報告書の訂正報告書】

　　当社は、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第9号の4の規定

に基づき2020年9月30日付で臨時報告書を提出していますが、提出前の確認が不十分であったため記載内容に誤記があ

ることが判明しましたので、これらを訂正するため、本訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　１（提出理由）

　２（報告内容）

　（３）退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

　（６）（５）の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計

士等の意見

３ 【訂正箇所】

下線＿＿＿＿は訂正箇所を示します。

 

１（提出理由）

（訂正前）

 当社は、2020年9月7日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う

監査公認会計士等の異動を行うことについて決議いたしましたので、金商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

（訂正後）

　当社の一時会計監査人である監査法人アリアより、当社との監査契約を解除し、辞任したい旨の申し出がありまし

た。これに伴い、金融商品取引法193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う一時会計監査人の異動が生じましたの

で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条2項第9号の4の規定に基づき、本臨

時報告書を提出するものであります。

 

２（報告内容）

（３）退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

（訂正前）

　　該当事項はありません。

（訂正後）

　　2020年8月13日

 

（訂正前）

（６）（５）の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計

士等の意見

　　該当事項はありません。

（訂正後）

（６）（５）の理由及び経緯に対する意見

　①　退任する監査公認会計士等の意見

　　　特段の意見はない旨の回答を得ております。

　②　監査等委員会の意見

　　　特段の意見はない旨の回答を得ております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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